
8
まちの話題……5

魅力ある町づくり……9

町の台所……K

くらしの情報……M

ほのぼのネットワーク……@1

……A

……3

P u b l i c  I n f o r m a t i o n  o f  

T A M A K I  T O W N

AUGUST
2003
No.364

特集滞納整理に新たな機構を発足
住民基本台帳ネットワークシステム

広 報



1

城あとに夢を築くまち たまき 2003-8

税
金
が
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に

納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、法
定
納
期

限
の
翌
日
か
ら
納
付
さ
れ
る
日
ま
で

の
日
数
に
応
じ
て
計
算
し
た
延
滞
金

を
本
税
と
あ
わ
せ
て
納
付
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
の
後
納
付
が
な
い
場
合

に
は
、
督
促
状
が
送
付
さ
れ
法
律
に

定
め
ら
れ
た
差
押
え
等
の
強
制
的
な

処
分
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
差
押
え
ら
れ
た
財
産
は
、

最
終
的
に
は
強
制
的
に
換
価
（
売

却
）
さ
れ
、
滞
納
町
税
に
充
当
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

世
の
中
に
は
、
ひ
と
り
だ
け
で
は
で
き
な
い
こ
と
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
大
き
な
川
の
対
岸
に
お
い
し

い
果
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
し
ま
す
。
人
び
と
は
そ
れ
を

食
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
泳
ぎ
の
得
意
な

人
は
食
べ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
と
て
も
み
ん
な
の
食
べ

る
分
ま
で
は
持
っ
て
帰
れ
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
時
、
み
ん
な

で
力
を
合
わ
せ
て
橋
を
か
け
る
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

工
事
を
す
る
人
、
材
料
を
そ
ろ
え
る
人
、
そ
の
間
に
食
事

を
作
る
人
、
農
作
物
を
つ
く
る
人
な
ど
み
ん
な
の
力
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
み
ん
な
が
幸
せ
で
豊
か
な
生
活
を
す
る

に
は
、
協
力
し
合
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
分
担
す
る
こ
と
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
仕
事

を
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
、
わ
た
し
た
ち
は
税
金
と

い
う
形
で
負
担
し
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
税
金
は
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
、
い
わ

ば
会
費
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。

災
害
や
事
業
の
休
廃
業
な
ど
の
特

殊
な
事
情
が
生
じ
た
た
め
に
税
金
を

一
度
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
納
税
の
猶
予
と
い
う
制

度
を
利
用
し
て
分
割
納
付
な
ど
の
方

法
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
税
の
猶
予
と
は
、
次
の
原
因
に

よ
っ
て
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
場
合

に
、
申
請
に
基
づ
い
て
町
長
の
許
可

を
受
け
、
１
年
以
内
で
分
割
納
付
で

き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

①
納
税
者
が
そ
の
財
産
に
つ
き
、震

災
、風
水
害
、火
災
そ
の
他
の
災
害
を

受
け
ま
た
は
盗
難
に
か
か
っ
た
と
き
。

②
納
税
者
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
と
生

計
を
一
に
す
る
親
族
が
病
気
に
か
か

り
、
ま
た
は
負
傷
し
た
と
き
。

③
納
税
者
が
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、

ま
た
は
休
止
し
た
と
き
。

④
納
税
者
が
そ
の
事
業
に
つ
き
著
し

い
損
失
を
受
け
た
と
き
。

納
税
の
猶
予
を
受
け
る
た
め
に

は
、
原
則
と
し
て
担
保
の
提
供
が
必

要
で
す
が
、
猶
予
許
可
さ
れ
る
と
猶

予
期
間
中
の
延
滞
税
は
全
額
ま
た
は

半
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

T a m a k i  T o p i c s

日
本
の
税
に
関
す
る
最
も
古
い
記

録
は
、
３
世
紀
ご
ろ
に
書
か
れ
た
中

国
の
歴
史
の
本
、
「
魏
志
ぎ

し

」
の

「
倭
人
伝

わ
じ
ん
で
ん

」
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
本
に
よ
れ
ば
、
女
王
卑
弥
呼

ひ

み

こ

が
治

め
る
邪
馬
台
国

や
ま
た
い
こ
く

に
は
、「
租そ

」
と
い
う

税
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
「
税
」
が
全
国
統
一
的
な
制

度
と
し
て
歴
史
に
登
場
し
た
の
は
、

飛
鳥
時
代

あ
す
か
じ
だ
い

の
「
大
化
た
い
か

の
改
新

か
い
し
ん

」（
６
４

５
年
）
で
す
。
こ
の
改
革
に
基
づ
い

て
し
く
み
が
整
え
ら
れ
、「
大
宝
律
令

た
い
ほ
う
り
つ
り
ょ
う
」

（
７
０
１
年
）の「
班
田
収
授

は
ん
で
ん
し
ゅ
う
じ
ゅ

の
法ほ
う

」に

よ
り
、
農
民
に
田
を
分
け
与
え
る
代

わ
り
に
『
租そ

・
庸よ
う

・
調
ち
ょ
う
』
と
い
う
税

を
納
め
さ
せ
朝
廷

ち
ょ
う
て
い
の
政
治
な
ど
の
資

金
に
し
ま
し
た
。

※
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ま
た
三
重
県
を
中
心
に
県
下
69
市

町
村
で
は
今
、
平
成
16
年
４
月
を
目

途
に
三
重
県
広
域
滞
納
整
理
機
構

（
仮
称
）の
設
立
に
向
け
、
事
務
を
進

め
て
い
ま
す
。

こ
の
機
構
は
、各
市
町
村
か
ら
委

託
さ
れ
た
滞
納
の
案
件
を
専
門
的
に

強
制
処
理
す
る
組
織
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
滞
納
者
の
財
産
等
を
差
押
え

て
、
強
制
的
に
換
価
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
先
に
設
立
さ
れ
た
、
茨

城
租
税
債
権
管
理
機
構
を
モ
デ
ル
と

し
て
検
討
し
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
24
人
の
職
員
と
弁
護

士
、
税
務
署
員
Ｏ
Ｂ
、
裁
判
所
執
行

官
、
銀
行
員
Ｏ
Ｂ
、
警
察
署
員
Ｏ
Ｂ

等
を
顧
問
に
招
い
て
、
滞
納
整
理
を

行
っ
て
お
り
、
平
成
13
年
度
実
績
で

４
０
３
件
の
差
押
え
、
公
売
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
徴
収
実
績
は
、

４
億
５
０
９
３
万
７
０
０
０
円
で
し

た
。厳

し
い
処
分
、
対
応
が
こ
の
結
果

と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
。

玉
城
町
で
は
こ
う
い
っ
た
滞
納
者

に
対
し
て
、
督
促
状
や
催
告
状
を
送

付
し
て
納
税
を
お
願
い
し
て
い
ま
す

が
、
一
向
に
理
解
が
得
ら
れ
な
い
人

ま
た
は
納
税
者
、
ま
た
何
か
と
理
由

付
け
を
し
て
納
税
し
な
い
な
ど
悪
質

な
滞
納
義
務
者
を
対
象
に
、
町
税
だ

け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
料
、
保

育
料
、
水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、

住
宅
使
用
料
な
ど
、
玉
城
町
徴
収
金

全
般
の
収
納
状
況
を
把
握
し
な
が
ら

総
括
的
に
滞
納
処
分
を
行
う
た
め
、

『
玉
城
町
町
税
等
滞
納
整
理
機
構
』

を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
機
構
は
、
滞
納
者
の
財
産
等

を
調
査
し
、
財
産
の
差
押
え
、
国
民

健
康
保
険
証
の
発
行
停
止
、
水
道
水

の
給
水
停
止
、
町
営
住
宅
の
明
渡

し
、
ひ
い
て
は
町
が
行
う
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
停
止
等
を
目
的
に
断
固
た
る

処
置
を
実
施
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ

た
組
織
で
す
。

滞
納
が
あ
る
納
税
者
の
方
は
、
す

み
や
か
に
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

し
か
し
、
事
業
の
休
廃
業
や
会
社

の
整
理
退
職
な
ど
特
別
な
事
情
が
生

じ
た
た
め
に
納
税
等
が
滞
納
に
な
っ

て
い
る
人
は
、
分
納
の
相
談
に
も
応

じ
ま
す
の
で
役
場
、
各
担
当
チ
ー
ム

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
放
っ
て
お

き
ま
す
と
、
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

明
治
６
年
（
１
８
７
３
年
）
に
、

政
府
の
収
入
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、

土
地
に
か
か
る
税
を
定
め
、
そ
れ
ま

で
の
穀
物
な
ど
で
納
め
て
い
た
年
貢
ね
ん
ぐ

に
代
え
て
お
金
で
税
を
納
め
る
よ
う

に
制
度
を
変
え
ま
し
た
。〔
地
租
改
正

ち
そ
か
い
せ
い

〕

そ
こ
で
、「
税
」
を
お
金
で
納
め
る
こ

と
か
ら
「
税
金
」
と
言
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

▼
財
産
等
を
差
押
え
ら
れ
ま
す
と
、

そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
預
金
を
引
き
出
し
た

り
、
売
掛
金
を
回
収
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
す
。

▼
ま
た
、
差
押
え
を
受
け
る
と
「
社

会
的
な
信
用
」
を
な
く
し
ま
す
。

特
に
債
権
の
差
押
え
を
受
け
る
と
、

大
事
な
取
引
先
か
ら
の
信
用
を
失
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

▼
差
押
え
を
受
け
た
不
動
産
等
の
財

産
は
、
公
売
に
よ
り
売
却
代
金
が
滞

納
税
金
に
充
当
さ
れ
ま
す
。

売
掛
金
等
の
債
権
に
つ
い
て
は
、

取
立
て
ら
れ
た
金
銭
が
滞
納
税
金
に

充
当
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
納
税
等
の
納

期
限
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

税
に
関
す
る
こ
と
お
よ
び
こ
の
制

度
に
関
す
る
こ
と
は
、
町
税
務
住
民

チ
ー
ム
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

1（
5
8
）
8
2
0
1

※延滞金
町税が定められた期限までに納付されないと、法定納期限の翌日から納

付される日までの日数に応じて年14.6％（納期限の翌日から２月を経過
する日までは、平成15年中は年4.1％）の割合で計算した延滞金を納付
しなければなりません。

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
の
「
太
閤
検

地
」
に
よ
る
全
国
規
模
の
統
一
税
制
、

明
治
政
府
の
「
地
租
改
正
」
に
よ
る

近
代
的
な
税
制
、
そ
し
て
、
信
頼
関

係
を
基
盤
に
し
た
戦
後
の
申
告
納
税

制
度
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

近
年
で
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
対

応
し
、
活
力
あ
る
福
祉
社
会
を
目
指

し
た
抜
本
的
な
税
制
改
革
が
行
わ
れ
、

所
得
税
減
税
と
と
も
に
消
費
税
が
導

入
さ
れ
て
い
ま
す
。

①納期限の翌日から２月を経過する日までの期間の割合は、前年11月

末日の公定歩合に４％を加算した割合です。

②修正申告およびび期限後申告による納付の場合は、申告書を提出した日

が納期限となりますからご注意ください。
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住
民
基
本
台
帳
と
は

住
民
基
本
台
帳
と
は
、
住
民
の

居
住
関
係
の
公
証
、
選
挙
人
名
簿

の
登
録
そ
の
他
の
住
民
に
関
す
る

事
務
処
理
の
基
礎
と
な
る
制
度
で

す
。
各
市
町
村
に
お
い
て
、
住
民

票
を
世
帯
ご
と
に
編
成
し
て
作
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
の
作
成
、
国
民
健

康
保
険
や
国
民
年
金
の
被
保
険
者

と
し
て
の
資
格
管
理
、
学
齢
簿
の

作
成
な
ど
、
市
町
村
が
行
う
各
種

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
と
し
て
、

行
政
の
合
理
化
や
住
民
の
利
便
の

増
進
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

平
成
11
年
の
住
民
基
本
台
帳
法

の
改
正
に
よ
り
、
住
民
票
の
記
載

事
項
と
し
て
新
た
に
住
民
票
コ
ー

ド
を
加
え
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
基

に
、
行
政
機
関
に
対
す
る
本
人
確

認
情
報
の
提
供
や
市
町
村
の
区
域

を
越
え
た
住
民
基
本
台
帳
に
関
す

る
事
務
の
処
理
を
行
う
た
め
、
地

方
公
共
団
体
共
同
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
、
各
市
町
村
の
住
民
基
本
台

帳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
り
ま

し
た
。

昨
年
8
月
　
第
１
次
稼
動

昨
年
８
月
す
で
に
、
シ
ス
テ
ム

は
稼
動
し
て
い
ま
す
。
市
区
町
村

ご
と
に
保
有
し
て
い
る
住
民
情
報

の
う
ち
本
人
確
認
情
報
「
４
情
報
」

を
行
政
機
関
へ
提
供
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
行
政
機
関
へ
の
申

請
・
届
出
を
行
う
際
、
住
民
票
の

写
し
の
添
付
が
省
略
さ
れ
て
い
る

業
務
も
あ
り
ま
す
。

住民基本台帳
ネットワークシステムと

住民基本台帳
カードでひらく
ＩＴ社会

住民基本台帳
ネットワークシステム

第2次サービス稼動
8月25日

詳しくお知りになりたい方は 町税務住民チーム 1（５８）８２０３

住民基本台帳ネットワークシステ

ムは、地方公共団体共同のシステム

として、居住関係を公証する住民基

本台帳のネットワーク化を図り、4情

報（氏名、生年月日、性別、住所）

と住民票コードなどにより、全国共

通の本人確認を可能とするシステム

で、電子政府・電子自治体の基盤と

なります。

今月号では、まもなく第2次稼動

する住民基本台帳ネットワークシス

テムについて、あらためてその仕組

みを紹介し、またこ

れに関連する業務を

お知らせします。
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本
年
8
月
25
日
か
ら

第
2
次
サ
ー
ビ
ス
稼
動

本
年
８
月
25
日
か
ら
は
、
新
た

に
次
の
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す
。

◆
「
住
民
票
の
写
し
」の
交
付
が
全

国
ど
こ
か
ら
で
も
受
け
ら
れ
ま
す

現
在
、
住
民
票
の
写
し
の
交
付

は
、
今
住
ん
で
い
る
市
区
町
村
や

限
ら
れ
た
市
区
町
村
間
の
み
で
、

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
後
は
、
本
人
や
世
帯
の
「
住

民
票
の
写
し
」
の
交
付
が
住
民
基

本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
通
じ
全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で

も
可
能
と
な
り
ま
す
。

＊
注：

こ
の
場
合
の
住
民
票
の
写
し
に

つ
い
て
は
、
戸
籍
筆
頭
者
の
氏
名
、
本

籍
地
の
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
引
越
の
場
合
の
手
続
き
が
簡
略
化

他
の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
す
場

合
に
は
、
現
在
、
住
ん
で
い
る
市

区
町
村
へ
転
出
届
を
行
い
転
出
証

明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
転
入

市
区
町
村
で
転
入
届
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付

を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
転
出

証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が

な
く
、
転
入
地
区
町
村
で
必
要
な

住
民
情
報
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
転
送
さ
れ
ま
す
。

◆
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
上
極
め
て
安
全
な
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
を
用
い
る
こ
と
と
し
て
、

希
望
に
よ
り
市
区
町
村
長
か
ら
交

付
さ
れ
ま
す
。

他
の
市
区
町
村
で
住
民
票
の
写

し
の
交
付
を
受
け
る
場
合
や
行
政

機
関
な
ど
に
申
請
・
届
出
を
行
う

場
合
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に

よ
り
確
実
な
本
人
確
認
が
で
き
る

ほ
か
、
引
越
の
場
合
の
手
続
き
が

簡
素
化
さ
れ
る
な
ど
、
迅
速
な
手

続
き
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

カ
ー
ド
は
、
写
真
付
き
と
、
写

真
な
し
の
２
種
類
が
予
定
さ
れ
て

お
り
、
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま

す
。
写
真
付
き
は
個
人
の
証
明
書

と
し
て
も
利
用
で
き
ま
す
。

カ
ー
ド
発
行
時
に
つ
い
て
の
申

請
に
は
上
記
の
書
類
が
必
要
で
す
。

万
全
の

個
人
情
報
保
護
対
策

◆
制
度
（
法
令
）
面
か
ら
万
全
の

対
策
を
講
じ
て
い
ま
す

1
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
で
保
有
す
る
本
人
確
認

情
報
は
、
法
律
に
よ
り
「
４
情
報
」

に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
か
ら
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
行
う
行
政
機
関
や
利
用
事

務
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
具
体
的

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
目
的
外
の

利
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

3
民
間
部
門
の
住
民
票
コ
ー
ド
の

利
用
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、関
係
職
員
に
は
「
安
全

確
保
措
置
」「
秘
密
保
持
」
を
義
務

づ
け
、秘
密
を
漏
ら
し
た
場
合
に
は

重
い
罰
則
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

当
町
で
も
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ

リ
シ
ー
（
安
全
確
保
の
た
め
の
詳

細
な
指
針
）
を
作
成
し
、
万
全
の

対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

◆
技
術
面
の
対
策

1
外
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
の
不

正
侵
入
、
情
報
の
漏
え
い
を
防
止

す
る
た
め
、
安
全
性
の
高
い
専
用

回
線
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
り
、

通
信
デ
ー
タ
の
暗
号
化
や
フ
ァ
イ

ア
ウ
ォ
ー
ル
（
防
護
壁
）
な
ど
を

設
置
し
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

2
シ
ス
テ
ム
操
作
者
の
目
的
外
利

用
を
ふ
せ
い
で
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
操
作
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
や

パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
に
よ
る
厳
重
な

確
認
、
デ
ー
タ
通
信
の
履
歴
管
理

お
よ
び
操
作
者
の
履
歴
管
理
な
ど

万
全
な
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
は

11
月
ス
タ
ー
ト

申
請
・
届
出
な
ど
行
政
手
続
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、第
三
者
に
よ
る「
情
報
の
改

ざ
ん
」（
内
容
を
書
き
換
え
る
こ
と

が
容
易
）、「
成
り
す
ま
し
」（
文
書
作

成
者
の
特
定
が
困
難
）、「
送
信
拒

否
」（
送
信
内
容
の
否
認
を
防
止
す

る
こ
と
が
困
難
）
な
ど
を
防
止
す

る
た
め
、
電
子
証
明
書
の
発
行
等

を
行
う
高
度
な
公
的
個
人
認
証
サ

ー
ビ
ス
を
、
全
国
ど
こ
に
住
ん
で

い
る
人
に
対
し
て
も
低
廉
な
費
用

で
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

こ
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
よ

る
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
が
本

年
11
月
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、追
っ
て
掲
載
し
ま
す
。

〈写真ありの場合〉 写真（申請前6カ月以内のものたて4.5㎝ よこ3.5㎝）１枚、

みとめ印、申請者本人と確認できるもの（運転免許証等、官公署が発行した免許証

または資格証、「本人の写真が貼付されたものに限る」）

〈写真なしの場合〉 みとめ印、申請者本人と確認できるもの（前述と同じ）

◆いずれも交付手数料は500円。再交付の場合も同額が必要になります。

カード発行時の申請書類
※

※
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玉
城
町
の
市
町
村
合
併
問
題
を

意
見
交
換
す
る
、
第
３
回
玉
城
町

市
町
村
合
併
問
題
懇
話
会
（
山
口

雅
義
会
長
）
が
６
月
19
日
、
町
役

場
で
開
か
れ
、「
住
民
の
役
割
」
と

「
行
政
の
役
割
」
に
つ
い
て
グ
ル
ー

プ
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
会
合
で
は
、
ま
ず
前
回

「
生
活
」「
人
」「
ま
ち
」「
地
域
」

の
４
つ
の
テ
ー
マ
に
分
類
し
取
り

ま
と
め
ら
れ
た
意
見
を
再
度
確
認

す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
後
、
新
市
全
体
で
取
り
組

む
べ
き
も
の
と
す
る
「
共
通
領
域
」

と
、
町
村
単
位
の
小
さ
な
地
区
で

取
り
組
む
「
個
別
領
域
」
の
ふ
た

つ
の
考
え
方
に
分
け
ら
れ
た
意
見

の
中
か
ら
、
こ
れ
を
も
と
に
、
さ

ら
に
住
民
の
活
動
で
で
き
る
（
関

わ
り
の
あ
る
）「
住
民
の
役
割
」

と
、
行
政
に
し
か
で
き
な
い
「
行

政
の
役
割
」
を
議
論
し
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
住
民
が
少
し
で

も
活
動
・
役
割
と
し
て
関
わ
れ
る

も
の
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
別
に
次

の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

「
住
民
の
役
割
」
を
再
確
認
し
グ
ル
ー
プ
討
議

第
３
回
「
玉
城
町
市
町
村
合
併
問
題
懇
話
会
」

Tamaki
 own Report

T a m a k i  T o p i c s

▼
生
活
・
・
・
・
・

自
主
的
防
災
組
織
と
し
て
の

「
地
域
防
災
」

▼
人
・
・
・
・
・
・

高
齢
化
が
進
む
な
か
で
、
高
齢

者
の
自
立
を
め
ざ
し
た
「
社
会
参

加
・
生
き
が
い
づ
く
り
」

食
の
教
育
の
必
要
性
、
地
産
地

消
を
生
か
し
た
「
学
校
給
食
」

▼
ま
ち
・
・
・
・
・

基
幹
産
業
と
し
て
大
き
な
財
産

を
活
か
し
て
い
く
「
農
業
を
活
か

し
た
ま
ち
お
こ
し
」

▼
地
域
・
・
・
・
・

文
化
財
を
取
り
込
ん
だ
ま
ち
づ

く
り
と
し
て
「
文
化
財
の
保
護
・

活
用
」

身
近
な
ふ
れ
あ
い
の
場
の
創
出

と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
」

地
域
社
会
の
大
切
な
活
動
と
な

る
「
住
民
の
自
主
的
活
動
」

な
ど
を
81
の
項
目
か
ら
選
び
、

住
民
の
役
割
に
密
接
な
か
か
わ
り

が
あ
る
も
の
と
し
て
、
集
中
的
に

話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
ひ
き
つ
づ
き
こ
れ
ま
で

に
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
ま
と
め

成
果
と
し
て
、
新
市
ま
ち
づ
く
り

委
員
会
の
将
来
構
想
の
柱
立
て
と

な
る
５
つ
の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」、

①
行
政
の
体
質
改
善
、
民
主
化
・

透
明
化

②
人
づ
く
り
、
自
立

③
福
祉
・
健
康

④
農
業
と
自
立

⑤
交
流

に
対
し
て
グ
ル
ー
プ
で
の
意
見
が

ま
と
め
ら
れ
、新
市
ま
ち
づ
く
り
委

員
会
へ
報
告
し
、
将
来
構
想
の
な

か
へ
新
し
い
仕
組
み
と
し
て
意
見

を
上
げ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

各グループで話し合いが進められました



玉城町長

Mayor 's           Column

長い梅雨でありましたが、夏の太陽が顔をのぞか
せてまいりました。地域の自然には梅雨もまた大切
であります。特に農産物には成育のなかで梅雨も大
切でありますが異常は困ったことであります。
日照時間不足か、スイカをはじめとする夏野菜は
不作とのことであります。
さて、アスピア玉城のふれあいの館改修工事費の
予算化をいただきました。近いうち入札、８月から
改修工事に取りかかることになりました。積良から
アスピア玉城に通ずる新しい道も完成いたしました。
７月16日から供用開始となりました。計画以来３
年もかかりましたが、これで観光バスも温泉まで不
自由なく乗り入れることができます。
さらに改修リフレッシュができました秋には新し
いアスピア玉城として再出発が期待されることにな
ります。また、とれたて野菜など農産物直販のアグ
リも好評でありますが、今回改修をして売り場の充
実を図るとのことであります。頑張っていただきた
いと思います。70戸近い農家のみなさんが出荷し
ていただいております地産地消とよく言われますが、
規模が小さくともその典型であります。
玉城町では今年から農薬の空中散布も農薬法の改
正により取りやめることになりました。農薬や化学
肥料は適正な使用が大切でありますが、これで玉城
町全域が低農薬農産物生産の町として一歩前進する
ことになります。
次に全国的な課題となっております青少年育成、
子育てが大変な時代であります。少年の事件が目立
つ時代であります。それだけに玉城の地域は別世界
と言える状態にありません。現に小学校に脅迫電話
がかかる事件がありました。気が動転する事件であ
ります。幸い教育委員会や学校、ＰＴＡの協力で、
ことなきに終わりましたが心配はつきません。
福祉の子育て支援も大事であります。と共に子ど
も達の生活安全で人ごとでない時代であります。
学校と行政、地域社会と共に親の責任も大きく問
われると存じます。地域の安全と安心は最も大事な
ことであります。みんなで真剣に考えたいと思います。
さて、市町村合併問題、特に５町村合併につき
ましては、次号で所見を述べたいと存じます。
いよいよ暑さのなかでの生活となります。ご自愛
のほど念じ玉城春秋といたします。

平成15年７月18日　公室にて
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将
来
構
想
に
対
す
る
意
見
交
換

第
４
回
「
玉
城
町
市
町
村
合
併
問
題
懇
話
会
」

７
月
４
日
に
は
、
第
４
回
懇
話

会
が
開
か
れ
、
新
市
ま
ち
づ
く
り

委
員
会
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
将

来
構
想
案
に
対
す
る
意
見
交
換
や

議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
委
員
か
ら
は
、
構
想

は
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
し

な
が
ら
も
、「
行
政
と
住
民
と
の
距

離
を
近
づ
け
、
情
報
の
循
環
を
活

発
化
し
な
い
と
い
け
な
い
」「
子
育

て
支
援
」「
子
ど
も
高
齢
者
も
み

ん
な
が
一
緒
に
集
え
る
拠
点
づ
く

り
が
必
要
」
な
ど
意
見
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
構
想
の
中
で
出
て
く
る

カ
タ
カ
ナ
表
現
の
意
味
が
分
か
ら

な
い
」「
住
民
主
体
を
基
本
と
し
た

目
標
を
最
初
に
す
べ
き
」
な
ど
の

意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
、
ま
と
め
ら
れ
た
意
見

は
、
後
日
開
か
れ
る
新
市
ま
ち
づ

く
り
委
員
会
へ
報
告
さ
れ
議
論
さ

れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
今
回
の
会
合
で
は

構
成
町
村
の
生
活
実

態
、
地
域
組
織
な
ど
を

把
握
す
る
た
め
２
回
の

見
学
会
を
計
画
し
閉
会

し
ま
し
た
。
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宮
川
の
岩
出
水
位
観
測
所
水
位

観
測
員
と
し
て
長
年
に
わ
た
り
記

録
収
集
に
務
め
ら
れ
た
岩
崎
和
弘

さ
ん（
岩
出
）に
、
国
土
交
通
省
中

部
地
方
整
備
局
長
か
ら
感
謝
状
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。

岩
崎
さ
ん
は
、
岩

出
水
位
観
測
所
で
昭

和
50
年
か
ら
長
年
、

朝
夕
の
２
回
水
位
標

の
記
録
収
集
を
行
っ

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

「
台
風
な
ど
で
増
水

し
て
い
る
時
に
は
、

昼
夜
を
問
わ
ず
１
時

間
毎
に
水
位
標
に
向

か
っ
た
こ
と
は
大
変

で
し
た
」
と
語
る
一

方
で
、「
鮎
釣
り
が

大
好
き
で
宮
川
を
愛

す
る
気
持
ち
と
家
族

の
協
力
が
あ
っ
て
こ

こ
ま
で
続
け
ら
れ

た
」
と
家
族
に
も
感

謝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

岩
崎
和
弘
さ
ん

長
年
の
水
位
観
測
に
感
謝

Tamaki
 own Report

T a m a k i  T o p i c s

感謝状を手に喜びを噛みしめる岩崎さん

夢
工
房
ま
つ
り

す
で
に
４
月
か
ら
機
械
に
よ
り

自
動
監
視
化
さ
れ
岩
崎
さ
ん
の
長

年
の
観
測
業
務
は
終
わ
り
ま
し
た

が
、
本
当
に
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

町
の
授
産
施
設
「
夢
工
房
た
ま

き
」
で
は
６
月
20
日
、
近
く
の
授

産
施
設
の
み
な
さ
ん
を
招
い
て

「
夢
工
房
ま
つ
り
」
を
、
中
央
公
民

館
で
開
き
ま
し
た
。

こ
の
ま
つ
り
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
中
心
と
な
っ
て
ほ
ぼ
毎
年
行

わ
れ
て
お
り
、
今
年
で
８
回
目
を

迎
え
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
小
俣
町
の
「
さ
く

ら
園
」、
度
会
養
護
学
校
な
ど
、
７

施
設
の
み
な
さ
ん
、
１
５
０
人
あ

ま
り
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

会
場
で
は
、
ジ
ュ
ー
ス
釣
り
、

ボ
ー
リ
ン
グ
な
ど
、
様
々
な
催
し

が
行
わ
れ
、
な
か
で
も
案
内
用
の

看
板
も
、
中
学
校
の
生
徒
が
総
合

学
習
と
し
て
「
夢
工
房
」
を
訪
れ

た
際
、
作
っ
て
く
れ
た
こ
と
や
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
虹
の
会
、
皇
學

館
大
学
の
み
な
さ
ん
に
さ
さ
え
ら

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ま
つ
り
は

に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

お
昼
に
は
手
作
り
「
カ
レ
ー
」

に
舌
鼓
を
打
っ
て
、
楽
し
い
ひ
と

と
き
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

他の授産施設のみなさんと楽しいひとときを送りました
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中
西
か
お
り
さ
ん

麗
奈
ち
ゃ
ん
親
子
最
優
秀
賞
に

母
と
子
の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

６
月
12
日
、
三
重
県
歯
科
医
師

会
度
会
支
部
の
「
第
10
回
母
と
子

の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、
一
次
審

査
を
通
過
し
た
31
人
の
う
ち
、
さ

ら
に
３
人
の
歯
科
医
師
に
よ
る
審

査
が
行
わ
れ
、
玉
城
町
の
中
西
か

お
り
さ
ん
、
麗
奈
ち
ゃ
ん
（
日

向：

４
歳
）
親
子
が
最
優
秀
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
歯
の
衛

生
週
間
の
一
環
と
し
て
歯
に
関
す

る
正
し
い
知
識
を
知
り
、
早
期
発

見
・
早
期
治
療
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
歯
の
寿
命
を
延
ば
そ
う

と
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
町
で
も
、
保
健
事
業
で
歯
を

重
点
課
題
と
し
て
取
り
組
み
、
本

紙
で
も
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
て
い

ま
す
が
、
乳
幼
児
期
で
は
、
フ
ッ

素
塗
布
の
体
験
が
で
き
る
「
歯
っ

ぴ
い
教
室
」
や
保
育
所
で
の
４
歳

児
歯
科
教
室
、
歯
科
医
院
に
通
う

こ
と
が
で
き
な
い
方
へ
の
口
腔
訪

問
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
80
歳
で
20
本
以
上
が
自

分
の
歯
と
な
る
よ
う
、
一
生
付
き

合
う
歯
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
中
西
さ
ん
親
子
は
県
大

会
に
出
場
さ
れ
優
秀
賞
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

保
育
所
の
い
ろ
い
ろ
な
活
動
と
遊
び

町
保
育
所

６
月
は
梅
雨
。
17
日
に
傘
の
使

い
方
や
傘
を
さ
し
て
の
歩
き
方
等

を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
交
通
安

全
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

傘
を
さ
す
時
は
、
ま
わ
り
に
友

達
が
い
な
い
か
を
確
認
す
る
こ
と
、

ま
た
、
し
ま
う
時
は
巻
い
て
止
め

を
す
る
こ
と
な
ど
を
話
し
た
後
、

子
ど
も
た
ち
と
実
際
に
小
雨
の
降

る
中
、
園
庭
に
出
て
歩
き
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
友
達
に
あ
た

ら
な
い
よ
う
気
を
つ
け
な
が
ら
歩

い
て
い
ま
し
た
。

雨
の
日
の
交
通
安
全
指
導

下
外
城
田
保
育
所

保
育
所
で
行
わ
れ
た
活
動
や
遊
び
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

園
庭
の
畑
で
育
て
て
い
た
ジ
ャ

ガ
イ
モ
が
、
大
き
く
な
っ
て
土
の

中
か
ら
顔
を
出
し
た
６
月
９
日
、

年
長
組
の
子
ど
も
た
ち
は
ジ
ャ
ガ

イ
モ
掘
り
を
し
ま
し
た
。

『
こ
ん
な
に
つ
い
と
る
よ
』『
す

ご
い
！
』『
ま
た
出
て
き
た
よ
〜
』

と
掘
り
起
こ
す
と
大
き
な
イ
モ
が

次
々
出
て
き
て
、
大
は
し
ゃ
ぎ
で

し
た
。

た
く
さ
ん
収
穫
で
き
た
の
で
そ

の
日
少
し
家
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

ど
ん
な
料
理
が
で
き
た
か
な
？
き

っ
と
食
卓
を
賑
わ
せ
て
く
れ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。
保
育
所
で
も
子

ど
も
た
ち
と
ク
ッ
キ
ン
グ
計
画
中

で
す
。

ジ
ャ
ガ
イ
モ
掘
り

田
丸
保
育
所

中西さん親子
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▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
町
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
）

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
４
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
が
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な
い
こ
と

か
ら
専
決
処
分
し
、
当
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
玉
城
町
特
別
土
地
保
有
税
審
議
会
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て
）

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
４
月
１

日
か
ら
一
部
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
特
別
土
地
保
有
税
を

廃
止
す
る
必
要
が
あ
り
、
同
様
に
審
議
会
を
廃
止
す
る
も
の
で
、
た

だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な
い
こ
と
か
ら
専
決
処
分
し
、
当
議
会

で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
玉
城
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
）

政
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
が
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な

い
こ
と
か
ら
専
決
処
分
し
、
当
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
14
年
度
玉
城
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

既
決
予
算
内
の
地
方
債
に
つ
い
て
、
今
回
、
町
に
と
り
有
利
な

財
源
対
策
債
の
割
り
当
て
が
得
ら
れ
た
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
に
１
０
６
０
万
円
を
追
加
し
、
総
額
を
44
億
８
８
２
８
万
３
０

０
０
円
と
し
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な
い
こ
と
か
ら
専
決
処

分
し
、
当
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
15
年
度
玉
城
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
））

平
成
14
年
度
会
計
の
償
還
収
入
に
２
８
３
３
万
２
０
０
０
円
の

歳
入
不
足
が
生
じ
た
た
め
、
平
成
15
年
度
会
計
か
ら
繰
り
上
げ
充

用
し
補
て
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
に
同
額
を
追
加
し
、
総
額
３
７
９
８
万
９
０
０
０
円
と
し
ま
し

た
が
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な
い
こ
と
か
ら
専
決
処
分
し
、

当
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
玉
城
町
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
特
例

措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
半
島
振
興
地
域
に
お
け
る
工
業
生

産
設
備
に
係
る
地
方
税
の
不
均
一
課
税
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で
、

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
玉
城
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
よ
り
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
お
よ
び
再
交

付
手
数
料
５
０
０
円
を
計
上
す
る
た
め
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

平成15年

第４回玉城町議会定例会

平
成
15
年
　
第
４
回
玉
城
町
議
会
定
例
会

●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
交
付
手
数
料
に
係
る
条
例
改
正

●
平
成
15
年
度
会
計
補
正
予
算
な
ど

14
議
案
可
決

平
成
15
年
第
４
回
玉
城
町
議
会
定
例
会
は
、
６
月
18
日
か
ら
３
日
間
の
会
期
で
開
会
。
専
決
処
分
の
承
認
、
補
正

予
算
、
条
例
の
改
正
な
ど
14
議
案
が
上
程
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

T a m a k i  T o p i c s
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（
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
２
次
稼
動
に
つ
い
て
は
、
３
〜

４
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

▼
玉
城
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
負
担
割
合
の
、
応
能
・
応
益
割
合
を

53
対
47
、
ま
た
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
つ
い
て
は
51
対
49
と
す
る

た
め
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
玉
城
町
訪
問
介
護
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

支
援
費
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に

対
応
し
た
在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
、
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
も
提

供
で
き
る
よ
う
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
玉
城
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
本
町
非
常
勤
消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
行
う
た
め
条
例
の
一

部
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
平
成
15
年
度
玉
城
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

国
・
県
の
事
業
内
示
に
よ
る
事
業
費
、
緊
急
を
要
す
る
事
業
費

お
よ
び
国
民
健
康
保
険
の
本
算
定
に
伴
う
も
の
な
ど
を
計
上
し
ま
し

た
。
今
回
の
補
正
の
主
な
も
の
は
、

▽
総
務
費：

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
９
８
３
万
７

０
０
０
円
の
増
額

▽
衛
生
費：

墓
地
整
備
事
業
補
助
金
１
６
６
万
５
０
０
０
円

▽
農
林
水
産
費：

地
域
農
業
構
造
改
革
モ
デ
ル
事
業
補
助
金
５
２

２
万
５
０
０
０
円
、
林
道
整
備
工
事
請
負
費
１
７
９
万
９
０
０
０

円
な
ど
の
新
規
計
上

▽
商
工
費：

ア
ス
ピ
ア
玉
城
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
伴
う
山
村
振
興
事

業
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
５
０
０
万
円
の
増
額

▽
土
木
費：

道
路
橋
梁
費
で
地
元
要
望
に
対
応
す
る
た
め
の
道
路
補

修
工
事
請
負
費
１
２
０
０
万
円
の
増
額
、
外
城
田
川
に
架
か
る
橋

梁
調
査
の
た
め
の
測
量
設
計
委
託
料
２
０
０
万
円
の
増
額
、
河
川

費
で
外
城
田
川
の
護
岸
補
修
の
た
め
の
準
用
河
川
維
持
補
修
工
事
請

負
費
４
０
０
万
円
の
増
額

▽
消
防
費：

防
火
水
槽
設
置
工
事
請
負
費
５
２
３
万
６
千
円
の
増

額▽
教
育
費：

人
権
教
育
実
践
推
進
事
業

な
ど
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
４
０
０
８
万
１
０
０
０

円
を
追
加
し
、
総
額
43
億
９
１
７
万
７
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

▼
平
成
15
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

保
険
料
の
本
算
定
に
伴
う
調
整
、
老
人
保
健
拠
出
金
の
額
の
確
定

が
主
な
も
の
で
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
４
６
２
５
万

１
０
０
０
円
を
増
額
し
、
総
額
９
億
７
１
１
９
万
９
０
０
０
円
と

し
ま
し
た
。

▼
平
成
15
年
度
玉
城
町
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

病
院
改
築
工
事
に
伴
い
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
装
置
な
ど
の
医
療

用
備
品
を
国
保
の
補
助
を
う
け
購
入
す
る
た
め
、
資
本
的
収
支
に

お
い
て
、
収
入
で
３
４
７
４
万
５
０
０
０
円
を
追
加
し
５
億
５
６

６
０
万
８
０
０
０
円
に
、
ま
た
支
出
に
５
６
０
９
万
円
を
追
加
し
、

５
億
８
１
６
２
万
１
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

▼
平
成
15
年
度
玉
城
町
山
村
振
興
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

ア
ス
ピ
ア
玉
城
ふ
れ
あ
い
の
館
の
増
改
築
事
業
費
１
０
０
０
万
円

を
増
額
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
同
額
を
追
加
し
、
総

額
１
億
１
７
７
６
万
６
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

【
諮
問
】

▼
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
中
村
武
二
氏
（
原
１
７
３
２
番
地
）
が
任
期

満
了
と
な
る
の
に
伴
い
、
引
き
続
き
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
推
薦

し
、
議
会
の
同
意
を
得
ま
し
た
。

●6月17日、カラオケリズム 林小夜子さ
ん（中楽）から福祉事業にと22,596円寄せら
れました。
●６月22日、県道伊勢多気線沿線を原区ボ
ランティアのみなさん50人が草刈り清掃さ
れました。
原区では、県の「ふれあいの道里親」と
して平成11年から年３回、通学路となる県
道沿いをボランティアとして清掃いただいて
います。
原区のみなさんありがとうございました。
●水谷トシヱさん（小俣町）からケアハイツ玉城へ５万円お寄せいただきました。
訪問看護備品整備に使用させていただきました。
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T a m a k i  T o p i c s

町
財
政
の
収
支
状
況
ご
覧
く
だ
さ
い

み
な
さ
ん
か
ら
納
め
ら
れ
た
税
金
や
国
・
県
か
ら
の
交
付
金
・
補
助
金
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、

町
政
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
収
入
や
支
出
の
状
況
を
グ
ラ
フ
や
表
を
交
え
て
紹
介
し
ま
す
。

今
回
は
、
平
成
14
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
執
行
状
況
を
、
平
成
15
年
３
月
31
日
現
在
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

寄 付 金  
国有提供施設等交付金 
交通安全対策特別交付金 
ゴルフ場利用税交付金 
利 子 割 交 付 金  
財 産 収 入  
使用料および手数料
繰 入 金  
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 譲 与 税  
地方消費税交付金 
分担金および負担金 
繰 越 金  
諸 収 入  
国 庫 支 出 金  
県 支 出 金  
町 債  
地 方 交 付 税  
町 税  

00 2 4 6 8 10 12 14 16億円 

（単位：千円）千円未満四捨五入 

上：収入済額　　4,096,003,256円 
 
下：現計予算額　4,595,308,000円　 

1,035,412 
1,030,000

149,686 
255,421 

 202,579 
257,515 

 

80,814 
80,814
88,058 
83,500 

 115,106 
115,000 

 107,044 
118,668 

 

1,302 
511 
 586 

586
1,202 
2,400 

 12,011 
12,100 

 22,474 
19,600 

 29,530 
29,905 

 28,949 
31,277 

 43,948 
43,949 

 60,751 
62,000 

 80,814 
80,814
88,058 
83,500 

 115,106 
115,000 

 107,044 
118,668 

 141,092 
141,091 

 150,158 
156,164 

 149,686 
255,421 

 202,579 
257,515 

 242,041 
551,118

1,035,412 
1,030,000

1,583,260 
1,603,689 

 

 

上：収入済額　　4,096,003,256円 
 
下：現計予算額　4,595,308,000円　 

（単位：千円）千円未満四捨五入 

0 5 10 15億円 

上：支出済額　　3,870,123,731円 
 
下：現計予算額　4,595,308,000円 

上：支出済額　　3,870,123,731円 
 
下：現計予算額　4,595,308,000円 

災 害 復 旧 費  
予 　 備 　 費  
労 　 働 　 費  
商 　 工 　 費  
議 　 会 　 費  
農 林 水 産 費  
諸 支 出 金  
消 　 防 　 費  
衛 　 生 　 費  
教 　 育 　 費  
公 　 債 　 費  
土 　 木 　 費  
総 　 務 　 費  
民 　 生 　 費  

10,994 
13,359

0 
21,402
26,490 
27,179
44,306 
50,167
82,783 
83,689

135,803 
189,878

236,463 
259,181
206,243 
265,163

528,504 
529,627
311,993 
553,872
454,745 
564,469

1,127,816 
1,258,293

319,350 
359,590

384,634 
419,439

319,350 
359,590

384,634 
419,439

歳出

歳入【 一般会計収支状況 】
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町
税
の
収
入
状
況

平
成
14
年
度
、
み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
町
税
の

総
額
は
３
月
31
日
現
在
、
15
億
８
３
２
５
万
９
９
６
６
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
会
計
全
体
の
33
％
を
占
め
、
地
方
交
付

税
の
10
億
３
５
４
１
万
２
０
０
０
円
の
21
・
５
％
と
と
も
に
重
要

な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
町
税
の
内
訳
は
、
上
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

地
方
債
の
状
況

地
方
債
と
し
て
町
が
借
り
入
れ
て
い
る
お
金
（
借
入
金
）
の
う

ち
、
こ
れ
か
ら
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
未
償
還
元
金
は
、
74

億
５
９
８
２
万
２
４
７
５
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
有
財
産

町
有
財
産
は
、
町
が
所
有
す
る
土
地
・
建
物
の
こ
と
で
、
役
場
庁

舎
・
町
営
住
宅
・
学
校
・
道
路
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

▼
土
地
　
28
万
２
６
８
９
平
方
ｍ

▼
建
物
　
５
万
２
１
９
平
方
ｍ

基
金町

が
条
例
の
定
め
に
よ
っ
て
特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
積
み

立
て
て
い
る
も
の
で
、
財
政
調
整
基
金
・
地
域
福
祉
基
金
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

▼
10
億
５
７
３
４
万
５
９
３
６
円

【 病院事業会計 】
●収益的収支 （単位　円）

（単位　円）

予算額 執行済額

収　入 494,773,000 501,744,095

支　出 493,137,000 485,311,483

●資本的収支
予算額 執行済額

収　入 36,390,000 11,400,000

支　出 39,734,000 14,742,546

【 水道事業会計 】
●収益的収支 （単位　円）

（単位　円）

予算額 執行済額

収　入 278,232,000 287,033,924

支　出 212,512,000 189,951,065

●資本的収支
予算額 執行済額

収　入 124,191,000 37,408,865

支　出 268,569,000 144,577,868

【 老人保健施設事業会計 】
●収益的収支 （単位　円）

（単位　円）

予算額 執行済額

収　入 270,692,000 272,630,374

支　出 263,985,000 256,186,929

●資本的収支
予算額 執行済額

支　出 7,599,000 7,598,351

【 下水道事業会計 】
●資本的収支 （単位　円）

予算額 執行済額

収　入 739,296,000 667,043,390

支　出 739,296,000 653,314,595

軽自動車税 
27,567,200円 
1.7%

たばこ消費税 
87,342,224円 
5.5%

町民税 
663,015,600円 
41.9%

町税収入済額　1,583,259,966円  

固定資産税 
790,898,342円 
50.0%

入湯税 
12,783,900円 
0.8%

特別土地保有税 
1,652,700円 
0.1%

【 町税の内訳 】 

1,000,000
1,100,000

千円 

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0
老
人
保
健
特
別
会
計 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

山
村
振
興
事
業
特
別
会
計 

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計 

現計予算額 

支出済額 

収入済額 

1,136,242

1,035,358

809,258

1,059,846

811,519

7,795 69,256
76,243

36,109
63,151

42,593

941,085

36,356 70,859
108,477

1,136,242

1,035,358

809,258

1,059,846

811,519

7,795 69,256
76,243

36,109
63,151

42,593

941,085

36,356 70,859
108,477

【 特別会計収支状況 】
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児童扶養手当・特別児童扶養手当 制度のご紹介
町生活福祉チーム 1（58）8203

■児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童
の福祉の増進を図るための制度です。
＜手当を受けることが出来る人＞
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童を扶養している母や、母にかわっ
てその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になるまで手当が受けられます。（ただし、所

得制限が設けられています。）

１．父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
２．父が死亡した児童
３．父が重度の障害（国民年金の障害等級１級程度）にある児童
４．父の生死が明らかでない児童
５．父から引き続き１年以上遺棄されている児童
６．父から引き続き１年以上拘禁されている児童
７．母が婚姻によらないで生まれた児童
８．父母とも不明である児童
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

■特別児童扶養手当

身体や精神に障害のある20歳未満の児童について特別児童
扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
＜手当を受けることが出来る人＞
身体障害または知的障害が次の程度の20歳未満の児童を養
育している父、もしくは母、または父母にかわって児童を養育
している人です。（ただし、所得制限が設けられています。）
１．１級（重度）重度の知的障害児又は重度の身体障害児
２．２級（中度）中度の知的障害児又は中度の身体障害児
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

１．日本国内に住所がないとき
２．父または母の死亡について支給される公的年金を受け
ることができるとき

３．父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
４．労働基準法等の規定による遺族補償を受けることがで
きるとき

５．児童福祉施設に入所しているときまたは里親に委託さ
れているとき

６．母の配偶者（内縁関係を含む）に養育されているとき
（父障害を除く）

１．日本国内に住所がないとき
２．公的年金を受けることができるとき（国民年金法に基
づく老齢福祉年金を除く）

１．日本国内に住所がないとき
２．障害を支給事由とする公的年金を受けることができる
とき

３．児童福祉施設等に入所しているとき
（ただし保育所、知的障害児施設、肢体不自由児施設、母
子生活支援施設に通園又は保護者とともに入所している
場合を除く）

１．日本国内に住所がないとき

児童が

母または養育者が

児童が

父・母または養育者が

手当の額 （平成14年８月から）

所得制限限度額表　　　　　　　　　　　　　（平成14年８月から）

支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、
その年度（８月から翌年７月まで）は、手当の全部または一部
の支給が停止されます。

※扶養義務者とは、同居している請求者の父母兄弟姉妹などのことです。
※請求者が母の場合、所得の範囲には、児童の父親からその児童の養育に必要
な費用の支払として受ける金品等（養育費）」の８割が含まれます。

区分 支給額

１級該当児童１人につき 月額51,100円

２級該当児童１人につき 月額34,030円

手当の額 （平成15年４月から）

０人 4,596,000円 6,287,000円

１人 4,976,000円 6,536,000円

２人 5,356,000円 6,749,000円

３人 5,736,000円 6,962,000円

４人 6,116,000円 7,175,000円

５人 6,496,000円 7,388,000円

扶養親族等の数
（税法上の人数）

所得制限限度額表　　　　　　　　　　　　　（平成10年８月から）

支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、
その年度（８月から翌年７月まで）は、手当が停止されます。

※扶養義務者とは、同居している請求者の父母兄弟姉妹などのことです。

区分 全部支給の方 一部支給の方

児童１人のとき 月額42,370円 月額42,360～10,000円

※児童が２人の場合は、上記金額に5,000円の加算、３人以
降はさらに3,000円ずつ加算されます。
※一部支給の額は所得額に応じて決定されます。

扶養親族等の数
（税法上の人数）

※配偶者および
扶養義務者

受　給　者

全部支給の方 一部支給の方

０人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円

１人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円

２人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円

３人以上 以下380,000円 以下380,000円 以下380,000円
ずつ加算 ずつ加算 ずつ加算

受　給　者 ※配偶者および扶養義務者

詳しくは、町生活福祉チームへお問い合わせください。

＜手当を受けている方へ＞
すべての受給者は、毎年８月1日から８月31日までの間に、
玉城町役場へ現況届を出すことが義務づけられています。この
届けを出さないと、８月以降の手当が受けられません。なお、
２年間届出をしないと資格がなくなります。
現況届は本人宛に送付します。

＜手当を受けている方へ＞
すべての受給者は、毎年８月11日から９月10日までの間に、
玉城町役場へ所得状況届を出すことが義務づけられています。
この届けを出さないと、８月以降の手当が受けられません。な
お、２年間届出をしないと資格がなくなります。
所得状況届は本人宛に送付します。
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8
［町内版a］

投票所と投票区域の変更
町選挙管理委員会 1（58）8200

これまで玉城町の投票区は第１投票区から第４投票

区までありましたが、このほど外城田・田丸地区投票

区の混雑緩和と投票事務などの迅速化を図るため、第

１投票区の一部と、第２投票区の一部をあわせ新たな

投票区を作ります。

今年９月の町議会議員選挙から実施されます。

投票場所は、「保健福祉会館　ふれあいホール」

お間違えのないようお願いします。

なお、栄町１区の人は、従来どおり田丸小学校にな

ります。

詳しくお知りになりたい方は、町選挙管理委員会へ
お問い合わせください。

変更前 変更前 変更後 変更後
投票区 投票所 投票区 投票所　

勝田 外城田

浜塚団地
１

小学校

勝田町

南新町
５

保健福祉会館

養殖研究所宿舎 ふれあいホール

栄町２区 田丸

栄町３区
２

小学校

栄町４区

栄町にお住まいで
区入りされていない人

投票区域

変
更
し
ま
す
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町保健福祉会館　 1（58）8000

●みんなで子どもの歯をまもろう
シリーズ⑤　フッ素でむし歯予防！！

みなさんは『フッ素』をご存知ですか？最近では、フッ素という言葉は、テレビや雑誌などで、よく見聞
きされるようになり、身近な存在になってきています。そこで、今回はフッ素についてお知らせします。

◆フッ素ってなぁに？
フッ素は自然界に広く存在している元素で、身の回りにある土や水、草や木などの植物、また人間の身体にも含ま

れていて「骨や歯を丈夫にするのに必要な元素」として認められています。私たちは、毎日食べ物や飲み物からフッ

素を身体に取りいれていますが、それだけではむし歯予防

に十分ではありません。そこで、何らかの形でフッ素を補

う必要があるのです。

◆フッ素にはどんな効果があるの？
1カルシウムやリンなどがむし歯になりかかった部分の再

石灰化（カルシウムやリンなどの再沈着）を促進する。

2フッ素が歯の表面から取り込まれ、エナメル質を硬く

し、酸におかされにくい丈夫な歯質にしてくれる。

3フッ素がむし歯の原因菌に作用して、むし歯の原因と

なる酸の生成を抑える。

◆フッ素によるむし歯予防法
1フッ素洗口法…フッ素入りの溶液で、1日1回30秒から１分間ぶくぶくうがいをします。安全で、

簡単な方法であるため、家庭・学校等で実施されています。ぶくぶくうがいができるようになっ

たら使えます。

2フッ素塗布法…歯医者さんでフッ素を直接歯の表面に塗る方法です。うがいができない乳幼児や、はえたばかりの

永久歯のむし歯予防には特に効果的です。フッ素塗布は1度実施しただけでは効果がなく、長くとも６カ月、でき

れば３～４カ月に１回継続的に塗布していくことが大切です。

3フッ素入り歯みがき剤…家庭において、すぐに実行できるのがフッ素入り歯みがき剤です。今は市販の

歯みがき剤の80％近くにフッ素が入っています。低濃度のフッ素をふだん用い正しい歯みがきをするだ

けでもかなりの効果があります。薬品成分として、ＮａＦ（フッ化ナトリウム）やＭＦＰ（モノフルオ

ロリン酸ナトリウム）と書かれていますので、家庭で使っている歯みがき剤を確認してみてください。

4その他…フッ素スプレーやフッ素ジェルなど、家庭で手軽に使えるものがあります。

＊フッ素は、生えてきたばかりの歯に使用すると最も効果的です。乳歯は生後6カ月から3歳半頃まで、永久歯は4歳

頃から中学3年生頃まで、つまり、生後まもない時期から中学校卒業までの使用が効果的です。また、大人になると歯

ぐきが下がり、根の部分がみえてくることがあります。このむし歯の予防にフッ素入りの歯みがき剤の使用が効果的で

す。

◆フッ素の安全性
飲み込んで危険とされ医師の処置が必要となるフッ素の量は、体重１㎏あたり５mgです。（体重60㎏の大人：

300mg、体重10㎏の子ども：50mg）

フッ素塗布では、子どもで８mgのフッ素を使用し、口の中に残るフッ素量は２mg程度となります。フッ素洗口で

は、洗口後、口の中に残るフッ素は、お茶１～２杯に含まれる量と同じです。このように口の中に残る量は、危険と

される数値とかけ離れています。フッ素は指示された量を守って使えば安全です。
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－石風呂－

宮古に県民俗資料に指定された県下唯一の石風
呂があり、積良には風炉社碑がある。
石風呂は仏教に関係深い大陸系の民俗といわれ、
医療保健のための蒸し風呂で瀬戸内海沿岸に遺風
が残っている。風呂の呂は炉で、その起源は水浴
でなく熱い水蒸気をこもらせた部屋に入って発汗さ
せるむし風呂であった。それがいつしか神事と結
びつき、潔斎に使われるようになった。石を焼い
て水をかけ水蒸気をたてるので風呂の近くには聖な
る水が必要であった。
上田辺羽根にも風呂坂の伝承があり、山神山田
寺南方にも石風呂があったと伝えている。東原に
は風呂屋垣内・風呂山・中風呂の字名があり、石
風呂と関係があったのではなかろうか。
＜宮古の石風呂＞
宮古の石風呂は東宮古の梶原寺のがけ下にあっ
て、その傍らには湧水をたたえた池がある。この
池の水は年中絶えることのない聖なる清水である。
瓦葺き１間に２間半の石風呂屋形は脱衣場と温
室と火たき場に分かれ、中央温室は石で囲んだ石
釜の上に青竹をわたしその上に浸したむしろをひろ
げ、石釜の下から薪を焚いては石を焼き、むしろ
に池水をかけて湯気を立て、湯室の湯気にひたっ
て発汗させては清水で汗を拭って体を清めた。
昭和40年三重県から民俗資料の指定をうけている。

◎金子延夫著　玉城町史第三巻より抜書

158ふ
る
さ
と

ふ
る
さ
と
の
歴
史
歴
史 

ふ
る
さ
と
の
歴
史 

子育て支援センターでは、８月１日からお母さんを

はじめ、育児にたずさわっている人を対象に育児への

孤立感や不安を軽減するため、様々な悩みに対する相

談・アドバイスを行います。

また、親子サークル「さくらっこくらぶ」では、い

ろいろな遊びや活動を通して、仲間作りや楽しい子育

てのお手伝いをしています。ぜひ、ご参加ください。

お待ちしています。

▼場　所 さくら児童館内　地域子育て支援センター

（田丸小学校校庭内）

▼育児相談 毎週月～金曜日 午前９時～午後５時まで

▼サークル活動 機関誌「さくらっこくらぶ」や玉城

町のホームページでお知らせします。

詳しくは、さくら児童館へお問い合わせください。

「地域子育て支援センター」
８月１日相談などはじめます

さくら児童館 1（58）8527

▼期　間：９月１日（月）～11月29日（土）

▼対　象：40歳以上の方で、職場などの健康診査、国

民健康保険の人間ドックを受ける機会のな

い人

▼場　所：町内医療機関

▼料　金：無料

詳しくは「広報たまき９月号」（次号）の挟みこみ

チラシをご覧ください。

基本健康診査が９月からはじまります

町立保育所の
園庭開放

日　程●８月20日　第3水曜日　午前中　　

時　間●各町立保育所

お問い合わせは、それぞれの保育所へ
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はな♪はな♪おはなし会
絵本や紙芝居の読み語り、手遊びなどをしています。読
み手は現役ママたち！
絵本のこと、育児のこと、いろいろお話ししませんか！？
＜８月のおはなし会＞
日時：８月19日（火） 毎月第３火曜日　

乳幼児対象：午前10時30分～
場所：町保健福祉会館　研修室
日時：８月22日（金） 毎月第４金曜日　

乳幼児対象：午前10時30分～
小学生対象：午後11時～

場所：町さくら児童館
詳しくは、玉城町ボランティアセンター 1（58）6915へ
お問い合わせください

町保健福祉会館　 1（58）8000

日本脳炎、風しん、二種混合２期がはじまっています。
学童の予防接種は、乳幼児期につけた抗体が少しずつ減っていくため追加の接種が必要となります。12年度より対象学
年による接種から年齢による接種となりました。町では、保護者宛にそれぞれ対象学年の生徒には予診票を郵送しました
が、対象年齢の生徒で接種を希望される方は保健福祉会館で予診票をお渡しします。（母子健康手帳をご持参ください）

予防接種名 対象学年 対象年齢（接種日において）

日本脳炎２期 小学校４年生 満９歳～13歳未満

日本脳炎３期 中学校３年生 満14歳～16歳未満

二種混合（ジフテリ 小学校６年生 満11歳～13歳未満ア・破傷風）２期

・昭和54年４月2日～62年10月1日生まれでまだ風しんの予防接種を受けていない
風しん 14歳以上の方

・適応期間は、平成15年９月30日まで

＊二種混合２期・日本脳炎２期３期は基礎免疫ができている生徒を対象とします。
＊風しんは風しんにかかったたことが明らかな生徒及びＭＭＲ接種済の生徒は接種する必要はありません。
＊予防接種についての詳しいことは、保健福祉会館保健師までお問い合わせください。

学童の予防接種を受けていますか？

最近、子どもたちを取りまく環境が変化して来てい

ます。

通学途中や遊んでいる時など、車から声をかけ誘い出

すなど物騒な事件が伊勢警察署管内で発生しています。

また、電話による脅迫、クラスや友人の電話番号の

聞出しなども横行しています。家族はもちろん、地域

ぐるみで子どもたちを守って行きましょう。

●児童生徒のみなさんは

・遠回りでも防犯灯のある明るい道を通りましょう

・複数で家に帰りましょう

・暗くなったら、家に連絡して迎えに来てもらおう

●家庭では

・不審電話には応対しない

など、心がけてください。

地域ぐるみで守ろう!!
町教育委員会　1（58）8212 町内駐在所

専門医・保健師によるこころの健康相談を開催して

います。秘密は厳守いたしますので安心してご相談く

ださい。

なお、相談は予約制となっていますので、あらかじ

め保健福祉部生活支援グループまでお電話ください。

▼日　時 ８月28日 午後１時～３時（毎月第４木曜日）

▼場　所 伊勢庁舎　衛生教育室　

こころの健康相談
三重県保健福祉部生活支援グループ 1（27）5139

女性が生活していく中での悩み、心配事についての

相談を受ける専用電話ができました。

▼相談受付日時 毎週水曜日・金曜日　

午前９時30分～午後３時30分

1 0596（27）5304

例えば

・配偶者からの暴力（身体的なこと、精神的なことなど）

・家族、親戚、子ども、夫婦、職場の人間関係

・借金等経済的なこと、異性のこと、健康に関すること

・その他生活上の問題等

どこに相談していいかわからない時や身近に相談す

る人がいない時どうぞお気軽にお電話ください。匿名

でもかまいません。秘密は厳守します。

女性の悩み電話相談開設のお知らせ
県保健福祉部児童家庭チーム 1（27）5304
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【相談日】

８月２日（土）社会福祉協議会（保健福祉会館）

11日（月）介護老人保健施設（ケアハイツ玉城）

20日（水）在宅介護サービス利用者対象

（保健福祉会館）

21日（木）介護老人福祉施設（はなのその）

いずれも午後１時30分～４時

※８月から在宅介護サービス利用者を対象に相談をは

じめます。

【介護相談員】

下村　久　　　　　大喜多　逸子

谷口　惠津子　　　大西　道子

詳しくは町生活福祉チームまでお問合わせください。

介護サービス利用者相談日
町生活福祉チーム 1（58）8203

８月12日（火）午後２時から４時まで町内の司法書

士による無料法律相談を町保健福祉会館で開催します。

相談を希望される方は、町生活福祉チームまでお申込

ください。

【相談内容】

・相続・贈与・売買による所有権移転

・担保権の設定・抹消等の不動産登記

・法人に関する登記・訴え・調停・訴訟等の裁判所提

出書類に関するもの

・成年後見制度に関するもの

・その他身近な相談　　など

司法書士による無料法律相談についてのお問い合わ

せは、町生活福祉チーム、または保健福祉会館1（58）

8000まで

偶数月　第２火曜日は
司法書士による無料法律相談を開催

町生活福祉チーム 1（58）8203

町教育委員会では、平成16年成人式の開催にあた

り、“新たな自覚をもつきっかけの場と有意義で思い出

深い成人式”となるよう企画・運営してもらえる「平

成16年玉城町成人式実行委員会」の委員さんを募集し

ます。

これからの時代を生きる成人のひとりとして、実行

委員にご参加ください。

▼募集対象 昭和58年４月２日～59年４月１日までに

生まれた人で「平成16年玉城町成人式」

の企画運営に意欲のある人

▼募集人数 12人程度（応募者多数のときは抽選によ

り決定します）

▼応募締切 ８月15日（金）

▼申込方法 玉城町教育委員会へ直接お越しいただく

か、電話またはファックス（58）7588で「玉城町成人

式実行委員応募」と明示のうえ、住所・氏名・生年

月日・連絡先電話番号をお知らせください。

詳しくは、町教育委員会へお問い合わせください。

平成16年玉城町成人式実行委員を募集
町教育委員会　1（58）8212

ごみ袋の上部で結ぶことが出来るように、Ｊ型のミ

シン目を入れていましたが、今回から、すべての大き

さの袋でＵ型カット（レジ袋のような形状）に変更し

ました。

指定ごみ袋の形状変更のお知らせ
町生活福祉チーム 1（58）8203

［町内版c広域版a］

本年６月30日までに下記工事事業者を新たに指定し

ましたのでお知らせします。
指定事業者名 住 所 1

広 辻 設 備 度会郡御薗村王中島19番地2 0596 -24 - 6627

指定給水装置工事事業者の追加
町上下水道チーム 1（58）8207
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伊勢シンフォニックバンドでは次のように定期演奏

会（玉城町教育委員会など後援）を開催します。

▼日　時 ８月31日（日） 午後１時30分開演

▼場　所 伊勢市観光文化会館大ホール

▼入場料 一般　当日800円（前売り600円）

高校生以下　当日700円（前売り500円）

チケットのお求めは、伊勢市観光文化会館、市内楽

器店などでお願いします。その他、詳しくは代表の村

林さんへお問い合わせください。

伊勢シンフォニックバンド
第25回定期演奏会開催

代表　村林　1（24）1239 度会町の商工業の活性化を進める度会商店会では、

この夏、第３回のイベントを開催します。

▼日　時 ８月23日（土） 雨天24日（日）

午後５時～10時

▼場　所 宮リバー度会パーク芝生広場

▼内　容 津軽三味線、よさこいソーラン踊り、

太鼓（宮坂流銭太鼓）の演奏

花火大会など

詳しくは、度会商店会　担当の大西さんにお問い合

わせください。

第３回WATARAI NIGHT FEVER 開催
度会商店会　1（62）0131

国民生活金融公庫は政府系金融機関として、おもに中小企業のみなさんのための事業資金の融資をおこなってい

ます。

また、大学、専修学校、高校などの入学資金や在学資金が必要な人のため「国の教育ローン」も取り扱っています。

＊利率は平成15年６月１日現在のもので、いずれも固定金利。
詳しくは、国民生活金融公庫伊勢支店へお問い合わせください。

種　類 ご融資限度額 ご返済期間 利率（年利）

国の事業ローン 4,800万円 1.35％

ＩＴ資金 7,200万円

新規開業特別資金 7,200万円

1.35％

1.5％国の教育ローン
学生・生徒一人あたり

200万円

運転資金５年以内
設備資金10年以内

運転資金７年以内
設備資金15年以内

3,000万円
～4,800万円

10年以内

お使い途に応じ、
0.45～1.55％

ご融資期間に応じ、
1.35～1.55％

国民生活金融公庫融資制度のご紹介
国民生活金融公庫伊勢支店　1（24）5191

運転資金５年以内
設備資金15年以内

セ－フティネット
貸付

５年以内
（特に必要な場合７年以上）

●おもな融資制度

暴力団などに関する一切の相談を、専門的な暴力

追放相談委員が電話や面接によって受付け、指導や助

言を行っています。

法律問題に関しては、当センター委嘱の弁護士によ

る無料相談を受付けています。

●暴力団関係法律相談

毎週水曜日　午後２時～４時

●暴力相談電話

午前９時～午後４時（祝日を除く月～金曜日）

暴力団に関するご相談は
財団法人 暴力追放三重県民センターへ
（財）暴力追放三重県民センター 1059（229）2140

（財）三重ビジターズ推進機構などの共催により、11

月１日～３日間『ディズニー・オン・アイス伊勢公演

“美女と野獣”』が三重県営アリーナで開催されます。

そこで、下記の３日間に限り、伊勢志摩地方住民限

定の電話先行予約が受け付けられます。

▼電話番号 10570（00）9898

▼受付期間 ８月２日（土）～４日（月）

午前10時～午後６時

▼料　金 Ｓ席　5,800円　Ａ席　4,200円

その他、詳しくは伊勢公演事務局へお問い合わせく

ださい。

『ディズニー・オン・アイス伊勢公演』
伊勢志摩地域限定の電話先行予約受付！

伊勢公演事務局　1（20）7170
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平和への思いを込めて
「被爆２世」の苗を植樹
６月17日から29日の間、玉城村糸数の南部観光総合
案内センターで、本村在住の藍染作家並河善知さんによ
る「平和の藍展」が催されました。同月２２日には、そ
の企画の一つとして、広島・長崎で被爆した木の２世に
あたる苗が植樹されました。
植樹された苗は、広島のアオギリと長崎のクスノキで、
植樹の際には参加者一人ひとりが平和を願いながら苗木
に土をかぶせました。
また、同センターで開かれた作品展では、並河さんが
制作した藍染め作品が30点ほど展示され、会場を訪れた
人たちに平和を願った「御万人（うまんちゅ）の署名」が
呼び掛けられました。
同展は、並河さんの「愛と藍は繋がっていると思う。
藍を通して平和の心を伝えていきたい。」との思いから企
画され、「この木が育っ
たら、その種を世界中に
広め、平和の心を形にし
て届けたい。」と夢を語
っていました。

沖縄県玉城村役場　1098（948）7111

植樹した苗と並河さん（左）

８月は電気使用安全月間です。感電災害は夏季に集

中して発生します。夏は汗をかきやすく、皮膚の露出

部分が多くなり、また疲労から注意力が散漫になりが

ちです。この点から毎年８月を「電気使用安全月間」

とし全国一斉に行われています。

感電災害を防止するため、電気は安全に正しく使い

ましょう。

電気のご相談は財団法

人中部電気保安協会伊勢

事業所へお問い合わせく

ださい。

電気は正しく 安全に使いましょう
８月は電気使用安全月間
（財）中部電気保安協会伊勢事業所　1（25）0892

重度視覚障害者、全身性障害者が外出する際に付き

添いを行うガイドヘルパーを養成します。

▼日　時 10月３日（金）、４日（土）、５日（日）

▼場　所 ジェフリーすずか（鈴鹿市男女共同参画セ

ンター）

▼受講対象者 介護福祉士、ホームヘルパー１・２級

課程修了者等　

▼定　員 視覚課程60名、全身性課程50名　

▼受講料 無料（テキスト代等実費）

▼申込前 町生活福祉チーム

▼申込期間 ８月27日（水）～９月３日（水）

詳しくは、（社）三重県身体障害者福祉連合会へお問

い合わせください。

三重県ガイドヘルパー養成研修会
受講者募集
（社）三重県身体障害者福祉連合会 1059（232）6803
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■玉城町役場 158 - 8200
558 - 4494

●総務チーム 158 - 8200
●税務住民チーム 158 - 8201
●生活福祉チーム 158 - 8203
●上下水道チーム 158 - 8207
●産業建設チーム 158 - 8205
●出納室 158 - 8210
●議会事務局 158 - 8211
●教育委員会（村山龍平記念館） 158 - 8212
●青少年電話相談 158 - 4108
■病院老健チーム
玉城病院 158 - 3039
介護老人保健施設ケアハイツ玉城
・介護老人保健施設 158 - 3770
・訪問看護ステーション 158 - 8117
・訪問介護 158 - 8117
・在宅介護支援センター 158 - 8822
・居宅介護支援事業所 158 - 8822
■保健福祉会館 158 - 8000
■社会福祉協議会
社会福祉協議会 158 - 6915
在宅介護支援センター 158 - 8181
居宅介護支援事業所 158 - 6915

■夢工房たまき 158 - 7696
■中央公民館 158 - 6331
■青少年相談センター 158 - 4108
■アスピア玉城　　
玉城ふれあいの館 158 - 8800
ふるさと味工房 158 - 8686

■さくら児童館 158 - 8527

休日・夜間当直室
58-8213

広報たまきは再生紙を利用しています

下外城田保育所で７月７日、七夕ま
つりがおこなわれました。笹には願い
事がたくさん。なかでも、“おとうちゃ
んといっぱいあそべますように”これ
には心打たれました。

◆人の動き（平成15年７月１日現在）
●人口 14,883人 （＋6人）
●男 7,240人 （＋2人）
●女 7,643人 （＋4人）
●世帯数　4,474世帯（±0世帯）
（ ）は６月１日以降の増減

今 月 の 表 紙
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8月4日（月）・18日（月）・25日（月）・9月8日（月）
時間　午前10時～11時30分
場所　町保健福祉会館　健康相談室
対象　60歳以上の方（若い方も歓迎します）
内容　指体操、簡単なストレッチ体操など

8月18日（月）～22日（金）
改修工事のため、研修室（和室）・多機能室の使用はできませ
んのでご了承ください。

8月20日（水）
受付時間　午後１時～１時20分
場所　町保健福祉会館　
対象　平成12年２月１日～３月31日生まれのお子さんまたは

前回未受診の人
＊該当児には、個人通知します。

いきいきクラブ

保健福祉会館研修室（和室）・多機能室の改修

３歳児健康診査

行政・心配ごと相談

乳幼児相談

たまきっこくらぶ

9月1日（月）・16日（火）
時間　午前10時～午後３時
場所　町保健福祉会館
相談員　行政相談員および民生委員
お問い合わせは　町社会福祉協議会へ

町税など納期のお知らせ

9月2日（火）
集合場所　町保健福祉会館
集合時間　午前10時
対象　保育所入所までのお子さんとその保護者
内容　いも堀りと自由遊び
＊参加を希望される方は保健福祉会館までお申し込みください
（雨天の場合、９日に延期いたします）

町税などの納期は、期限を守って必ず納めてください。納期は
次のとおりです。

●町県民税（第２期）………9月1日（月）
お問い合わせは、町税務住民チームへ

●国民健康保険料（第５期）9月1日（月）
お問い合わせは、町生活福祉チームへ

8月28日（木）
時間　午前10時～午後３時
場所　町保健福祉会館
対象　生後２カ月～３歳までのお子さん
内容　身体計測、離乳食（栄養）や子育て全般に関する相談
＊母子健康手帳をお持ちください。

毎週　月・木曜日
時間　午前10時～午後３時
1（58）4108
お問い合わせは、町教育委員会へ

青少年電話相談


	2003年8月表紙
	滞納整理に新たな機構を発足
	住民基本台帳ネットワークシステム
	まちの話題
	魅力ある町づくり
	町の台所
	くらしの情報
	ネットワーク

